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○花巻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則 

平成19年３月23日教育委員会規則第９号 

改正 

平成20年３月24日教委規則第５号 

平成21年３月30日教委規則第５号 

平成23年４月28日教委規則第９号 

平成24年８月24日教委規則第７号 

平成26年３月26日教委規則第３号 

平成27年３月25日教委規則第５号 

平成28年３月25日教委規則第７号 

令和３年８月６日教委規則第３号 

花巻市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条の７の規定に基

づき、花巻市教育委員会の権限に属する事務を市長部局の職員に補助執行させる

に当たり、必要な事項を定めるものとする。 

（補助執行事務） 

第２条 次の表の左欄に掲げる事務は、同表右欄に掲げる者に補助執行させるもの

とする。ただし、当該事務のうち、花巻市教育委員会行政組織規則（平成19年花

巻市教育委員会規則第５号）第４条に規定する花巻市教育委員会事務局が処理す

る事務を除く。 

補助執行させる事務 補助執行させる職員 

社会教育指導員の任免に関すること。 

教育委員会名義の共催又は後援の承認に関すること。 

生涯学習部長 

社会教育事業に関すること。 

社会教育委員に関すること。 

青少年教育事業及び女性教育事業に関すること。 

学級、講座等の開設運営 

生涯学習部長及び生涯学習

課の職員 

学齢児童生徒の就学に関すること。 

(１) 指定校変更、区域外就学、外国人就学に係る受付

市民生活部市民登録課の職

員 
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事務 

(２) 転入転出等における教育相談に係る受付事務奨

学金貸付相談に係る受付事務 

学校体育施設の開放に関すること。 生涯学習部スポーツ振興課

の職員及び総合支所地域振

興課の職員 

幼稚園の入園に関すること。 

(１) 入園手続に係る受付事務 

(２) 入園相談に係る受付事務 

健康福祉部長及び地域福祉

課の職員 

花巻市立図書館に関すること。 

花巻市立図書館協議会に関すること。 

生涯学習部長、新花巻図書

館計画室の職員及び図書館

の職員 

宮沢賢治記念館に関すること。 

宮沢賢治記念館運営審議会に関すること。 

生涯学習部長、賢治まちづ

くり課の職員及び宮沢賢治

記念館の職員 

宮沢賢治イーハトーブ館に関すること。 

宮沢賢治イーハトーブ館運営審議会に関すること。 

生涯学習部長、賢治まちづ

くり課の職員及び宮沢賢治

イーハトーブ館の職員 

花巻新渡戸記念館に関すること。 

花巻新渡戸記念館運営協議会に関すること。 

生涯学習部長、生涯学習課

の職員及び花巻新渡戸記念

館の職員 

萬鉄五郎記念美術館に関すること。 

萬鉄五郎記念美術館運営委員会に関すること。 

生涯学習部長、生涯学習課

の職員及び萬鉄五郎記念美

術館の職員 

（補助執行に係る事務処理） 

第３条 前条の規定により補助執行させる事務（次項において「補助執行事務」と

いう。）に係る処理については、花巻市教育委員会代決専決規程（平成18年花巻

市教育委員会訓令第２号）の規定を準用する。 

２ 補助執行事務に関し、教育長に対する事務の委任に関する規則（平成18年花巻

市教育委員会規則第４号）の規定により教育委員会がその権限に属する事務を教
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育長に委任した事項については、副市長が専決できるものとする。 

附 則 

この規則は、平成19年４月１日から施行する。 

附 則（平成20年３月24日教委規則第５号） 

この規則は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成21年３月30日教委規則第５号） 

この規則は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成23年４月28日教委規則第９号） 

この規則は、平成23年５月１日から施行する。 

附 則（平成24年８月24日教委規則第７号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成26年３月26日教委規則第３号） 

この規則は、平成26年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年３月25日教委規則第５号） 

この規則は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月25日教委規則第７号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年８月６日教委規則第３号） 

この規則は、公布の日から施行する。 


